
新医薬品の薬価算定方式 

 

                                       新医薬品 

 

                      類似薬のあるもの                    類似薬のないもの 

 

 

         ①類似薬効比較方式（Ⅰ）        ②類似薬効比較方式（Ⅱ）         ③原価計算方式 

 

                                 （新規性に乏しい新薬）           製造（輸入）原価 

           補 正 加 算                                     販売費、一般管理費 

                                                     営業利益 

            画期性加算   70～120%                               流通経費 

            有用性加算(Ⅰ)  35～ 60%                               消費税等 

            有用性加算(Ⅱ)   5～ 30% 

            市場性加算(Ⅰ)  10～ 20%  

            市場性加算(Ⅱ)        5% 

            小児加算     5～ 20% 

 

           外国平均価格調整              外国平均価格調整             外国平均価格調整 

 

        ・1.5倍を上回る場合は         ・1.5倍を上回る場合は         ・1.5倍を上回る場合は 

         引下げ調整                            引下げ調整                引下げ調整 

        ・0.75倍を下回る場合は                                                       ・0.75倍を下回る場合は                                                              

         引上げ調整                                   引上げ調整 



 


